
 

施設数 平均工賃 施設数 平均工賃 施設数 平均工賃 施設数 平均工賃 施設数 平均工賃

1 盛岡 16 65,829 42 14,457 1 8,507 43 14,137 59 25,721

2 岩手中部 3 57,567 21 18,772 21 18,772 24 21,108

3 胆江 1 52,496 12 15,352 12 15,352 13 16,835

4 両磐 3 75,145 10 21,881 10 21,881 13 32,541

5 気仙 8 26,107 8 26,107 8 26,107

6 釜石 1 53,765 4 17,669 4 17,669 5 25,893

7 宮古 1 88,225 11 20,771 11 20,771 12 22,230

8 久慈 1 71,238 4 14,920 4 14,920 5 24,809

9 二戸 2 63,858 11 16,177 11 16,177 13 22,951

28 65,992 123 17,903 1 8,507 124 17,754 152 24,180

※　生活介護事業所のうち希望する事業所は工賃向上計画の対象事業所となっています。（本県独自の取扱い）

（参考）　本県における国の工賃実績調査対象事業所（就労継続支援Ａ型及びＢ型）ベースでの平均工賃月額　：　24,399円　

平成24年度岩手県内の障がい者就労支援事業所等における
工賃の支払状況（就労継続支援Ａ型事業所及び工賃向上計画対象事業所）
（圏域・事業形態別）

就労継続支援A型 就労継続支援B型 生活介護事業所

合計
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）

　雇用契約に基づき、生産活

動等の機会を提供するほ

か、就労に必要な知識及び

能力の向上のための訓練等

の支援を行う。・・・（Ａ）

　生産活動等の機会を提供

するほか、就労に必要な知

識及び能力の向上のための

訓練等の支援を行う。・・・

（Ｂ）

利用者が自立した日常生

活又は社会生活を営むこと

ができるよう、入浴、排

せつ及び食事の介護、捜索

活動又は生産活動の機会

等を提供する。・・・（Ｃ）

業態計

○就労継続B型
○生活介護事業所のうち工
賃向上計画の対象事業所と
なることを希望する事業所

（岩手県障がい者工賃向上
計画対象事業所）

小計


